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船舶設備規程等の一部を改正する省令の公布について（通知） 

 

 

船舶設備規程等の一部を改正する省令が令和７年 12月 24 日に公布されましたので、

よろしくお取り計らい頂きますようお願い致します。 
 また、関係各位への周知方お取り計らい頂きますようお願い致します。 
 
  



令 和 ７ 年 12 月 
海 事 局 

船舶設備規程等の一部を改正する省令について 

１．背景 
 

海難事故の防止、海上における人命の安全確保等を目的として、「1974 年の海上にお

ける人命の安全のための国際条約」（以下「SOLAS 条約」という。）が国際海事機関（以

下「IMO」という。）において策定されており、我が国においても船舶安全法（昭和８年

法律第 11 号）の規定に基づいて関係省令に取り入れ、安全規制を実施しているところ。 

今般、IMO において令和５年６月及び令和６年５月に採択された SOLAS 条約附属書の

改正案が令和８年１月１日に発効されることに伴い、これを我が国において担保するこ

と等を目的として、船舶設備規程（昭和９年逓信省令第６号）等の関係省令において所

要の改正を行う必要がある。 
 
２．概要 
 
（１）船舶設備規程の一部改正（第１条関係） 

・極海域を航行する貨物船等（総トン数 300 トン以上、かつ、総トン数 500 トン未満の

ものに限る。）又は漁船（全長 24 メートル以上、かつ、自ら漁業に従事するものに

限る。）に対して、着氷除去設備等の設置を求める。 

・総トン数 3,000 トン以上の新造の貨物船（コンテナ船又はバルクキャリア※に限る。）

であって、国際航海に従事する船舶に対して、電子傾斜計の設置を求める。 

※ばら積み貨物（直接船倉に積み込む鉄鉱石、石炭、穀物等の固体貨物をいう。）を専門に運ぶ船舶 

・ロールオンロールオフ旅客船※の車両積載区域にテレビ監視装置（録画機能付き）の

設置を求める。※貨物を積んだトラックやシャーシ(荷台)ごと輸送する旅客船 

・船上にアンカーハンドリングウインチ※を搭載する船舶に対して「非常用離脱の操作

方法を示す説明書を船橋に掲示すること」等を求める。 

※海洋構造物や他船の錨を海底から巻き上げ、別の場所に設置するための装置 
 
（２）船舶安全法施行規則（昭和 38 年運輸省令第 41 号）の一部改正（第２条関係） 

・「モニター」※の設置要件を新たに規定することに伴い、予備検査における当該手数

料を新たに規定する。※消火のために船舶に据え付けられた、遠方まで放水ができる装置 

・「電子傾斜計」の設置要件を新たに規定することに伴い、予備検査における当該手数

料を新たに規定する。 

・船上に揚貨装置を設置する船舶に対して「揚貨装置の取扱い及び保守のための説明

書」と「揚貨装置の図面」の備え置きを求める。 

・揚貨装置に装着する「揚貨装具」に係る最小試験荷重の規定を IMO 基準と同一する。 

・揚貨装置から見やすい箇所に「揚貨装置を安全に使用するための情報を標示するこ

と」を求める。 
 

（３）船舶消防設備規則（昭和 40 年運輸省令第 37 号）の一部改正（第３条関係） 

・国際航海に従事する船舶又は遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶（国

際航海に従事するものを除く。）であって、ロールオンロールオフ旅客船である船舶

における車両を積載する暴露甲板について、固定式モニターの設置を求める。 

・ロールオンロールオフ旅客船の車両積載区域について、熱探知器及び煙探知器を配

置した火災探知器の設置を求める。 

・国際航海に従事する総トン数 500 トン以上の新造の貨物船等に対して、煙探知器を

配置した火災探知器を設置する場所として「全ての制御場所」及び「貨物制御室」を

追加する。 



・ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）を船舶の消火剤として使用する消防設備の

設置を禁止する。 
 

（４）海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令（昭和 40 
年運輸省令第 39 号）の一部改正（第４条関係） 

・電子傾斜計の設置要件を新たに規定することに伴い、「貨物船安全設備証書の様式」

の一部を改める。 
 

（５）船舶等型式承認規則（昭和 48 年運輸省令第 50 号）の一部改正（第５条関係） 

・「電子傾斜計」の設置要件を新たに規定することに伴い、型式承認及び検定における

手数料を規定する。 
 
（６）船舶防火構造規則（昭和 55 年運輸省令第 11 号）の一部改正（第６条関係） 

・国際航海に従事する船舶又は遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶（国

際航海に従事するものを除く。）であってロールオンロールオフ旅客船である船舶に

おける車両積載区域の船側等の開口については、救命艇・救命いかだの格納場所等や

居住区域等の「直下」又は「当該場所から一定距離以下※１の範囲内の位置」に設置す

ることを禁止する。また、当該船舶における車両を積載する場所については、救命

艇・救命いかだの格納場所等や居住区域等から一定距離以下※２の範囲内の暴露甲板

に設置することを禁止する。 
※１：６ｍ以下を想定 
※２：救命艇・救命いかだの格納場所等は 12ｍ以下、居住区域等は６ｍ以下を想定 

 

（７）船舶構造規則（平成 10 年運輸省令第 16 号）の一部改正（第７条関係） 
・「ディープタンク」の定義について、現在の船体構造に対応するものに改める。 

 

（８）経過措置（附則関係） 
①船舶設備規程の一部改正、船舶安全法施行規則の一部改正、船舶消防設備規則の一
部改正に伴う経過措置に伴う経過措置（附則第２条、第３条、第４条関係） 

〇国際航海に従事する現存船（この省令の施行日前に建造され、又は建造に着手され

た船舶をいう。以下同じ。）への適用については、SOLAS 条約と同様の経過措置を

設ける。 

〇国際航海に従事しない現存船への適用については、当該船舶の航行の態様に鑑み、

適用対象及び適用時期を一部緩和した経過措置を設ける。 

〇現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものへの適用については、当

該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによるものとする。 
②海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正
に伴う経過措置（附則第５条関係） 

〇改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の

規定により交付を受けている貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、同条の規

定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関す

る省令の規定により交付された貨物船安全設備証書とみなすものとする。 
③船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置（附則第６条関係） 
〇現存船への適用については、改正規定にかかわらず、なお従前の例によることがで

きるものとする。 
 
３．今後のスケジュール 
 
公 布：令和７年 12 月 24 日 
施 行：令和８年１月１日 
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昭
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逓
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六
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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
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る
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傍
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付
し
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掲
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付
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掲
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付
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掲
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掲
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掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
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掲
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掲
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掲
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え
る
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用
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第
五
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）

第
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（
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）

２

次
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掲
げ
る
船
舶
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以
下
「
極
海
域
航
行
船
等
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い
う
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あ
つ
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に
供
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る
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又
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又
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。
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だ
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、
管
海
官

庁
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当
該
船
舶
の
設
備
等
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め
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、
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。
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国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之





（
着
氷
除
去
設
備
）

（
着
氷
除
去
設
備
）

第
百
十
五
条
の
三
十
三

極
海
域
航
行
船
等
に
は
、
船
舶
の
着
氷
を
除
去
又
は
船
舶
へ
の
着
氷
を
防
止
す
る
た
め

の
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
五
条
の
三
十
三

極
海
域
航
行
船
に
は
、
船
舶
の
着
氷
を
除
去
又
は
船
舶
へ
の
着
氷
を
防
止
す
る
た
め
の

設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
容
荷
重
等
の
表
示
）

（
許
容
荷
重
等
の
表
示
）

第
百
三
十
一
条
の
二

国
際
航
海
に
従
事
す
る
船
舶
（
総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
未
満
の
船
舶
で
あ
つ
て
旅
客
船
以

外
の
も
の
及
び
総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
以
上
の
特
定
漁
船
を
除
く
。）に
備
え
る
係
船
及
び
揚
錨
の
設
備
並
び
に

え
い
航
設
備
（
非
常
用
え
い
航
設
備
を
除
く
。）に
は
、
許
容
荷
重
そ
の
他
の
当
該
設
備
の
安
全
な
使
用
の
た
め

に
必
要
な
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
三
十
一
条
の
二

国
際
航
海
に
従
事
す
る
船
舶
（
総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
未
満
の
船
舶
で
あ
つ
て
旅
客
船
以

外
の
も
の
及
び
総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の

船
舶
（
同
項
第
二
号
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
自
ら
漁
ろ
う
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。）を
除
く
。）に
備
え
る
係
船

及
び
揚
錨
の
設
備
並
び
に
え
い
航
設
備
（
非
常
用
え
い
航
設
備
を
除
く
。）に
は
、
許
容
荷
重
そ
の
他
の
当
該
設

備
の
安
全
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
極
海
域
航
行
船
等
の
探
照
灯
）

（
極
海
域
航
行
船
の
探
照
灯
）

第
百
四
十
六
条
の
八

極
海
域
航
行
船
等
に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
二
以
上
の

探
照
灯
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
船
舶
の
航
海
の
態
様
等
を
考
慮
し
て
管
海
官
庁
が
差
し

支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
四
十
六
条
の
八

極
海
域
航
行
船
に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
二
以
上
の
探

照
灯
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
船
舶
の
航
海
の
態
様
等
を
考
慮
し
て
管
海
官
庁
が
差
し
支

え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス
）

（
ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス
）

第
百
四
十
六
条
の
二
十

総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
平
水
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
も
の
及
び
極
海

域
航
行
船
等
を
除
く
。）に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス
及
び

ジ
ャ
イ
ロ
・
レ
ピ
ー
タ
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
四
十
六
条
の
二
十

総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
平
水
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
も
の
及
び
極
海

域
航
行
船
を
除
く
。）に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス
及
び

ジ
ャ
イ
ロ
・
レ
ピ
ー
タ
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

極
海
域
航
行
船
等
に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
二
以
上
の
ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ

ス
及
び
ジ
ャ
イ
ロ
・
レ
ピ
ー
タ
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
設
備
等
を

考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

極
海
域
航
行
船
に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
二
以
上
の
ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス

及
び
ジ
ャ
イ
ロ
・
レ
ピ
ー
タ
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
設
備
等
を
考

慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
衛
星
コ
ン
パ
ス
）

（
衛
星
コ
ン
パ
ス
）

第
百
四
十
六
条
の
二
十
の
二

極
海
域
航
行
船
等
（
北
緯
八
十
度
以
南
、
南
緯
八
十
度
以
北
の
水
域
の
み
を
航
行

す
る
も
の
を
除
く
。）に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
衛
星
コ
ン
パ
ス
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
四
十
六
条
の
二
十
の
二

極
海
域
航
行
船
（
北
緯
八
十
度
以
南
、
南
緯
八
十
度
以
北
の
水
域
の
み
を
航
行
す

る
も
の
を
除
く
。）に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
衛
星
コ
ン
パ
ス
を
備
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
音
響
測
深
機
）

（
音
響
測
深
機
）

第
百
四
十
六
条
の
二
十
三

総
ト
ン
数
三
〇
〇
ト
ン
未
満
の
旅
客
船
（
極
海
域
航
行
船
等
を
除
く
。）及
び
総
ト
ン

数
三
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
で
あ
つ
て
二
時
間
限
定
沿
海
船
等
以
外
の
も
の
（
極
海
域
航
行
船
等
を
除
く
。）に

は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
音
響
測
深
機
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。た
だ
し
、

管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
設
備
等
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
四
十
六
条
の
二
十
三

総
ト
ン
数
三
〇
〇
ト
ン
未
満
の
旅
客
船
（
極
海
域
航
行
船
を
除
く
。）及
び
総
ト
ン
数

三
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
で
あ
つ
て
二
時
間
限
定
沿
海
船
等
以
外
の
も
の
（
極
海
域
航
行
船
を
除
く
。）に
は
、

機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
音
響
測
深
機
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管

海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
設
備
等
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

極
海
域
航
行
船
等
に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
二
以
上
の
音
響
測
深
機
を
備

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
設
備
等
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る

場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

極
海
域
航
行
船
に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
二
以
上
の
音
響
測
深
機
を
備
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
設
備
等
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場

合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
電
子
傾
斜
計
）

第
百
四
十
六
条
の
二
十
七
の
二

総
ト
ン
数
三
、
〇
〇
〇
ト
ン
以
上
の
バ
ル
ク
キ
ャ
リ
ア
（
船
舶
区
画
規
程
（
昭

和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
バ
ル
ク
キ
ャ
リ
ア
を
い
う
。
第
百
五
十
七

条
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
コ
ン
テ
ナ
船
（
貨
物
船
の
う
ち
、コ
ン
テ
ナ
貨
物
を
輸
送
す
る
た
め
の
構
造
を
有
し
、

か
つ
、
専
ら
コ
ン
テ
ナ
の
み
を
貨
物
と
し
て
積
載
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
船
舶
を
い
う
。）で
あ
つ
て
、
国
際

航
海
に
従
事
す
る
も
の
に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
電
子
傾
斜
計
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



（
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
装
置
）

（
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
装
置
）

第
百
四
十
六
条
の
二
十
九
の
二

総
ト
ン
数
三
〇
〇
ト
ン
未
満
の
旅
客
船
及
び
総
ト
ン
数
三
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船

舶
（
特
定
漁
船
を
除
く
。）で
あ
つ
て
国
際
航
海
に
従
事
す
る
も
の
に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要

件
に
適
合
す
る
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
当
該
船
舶

の
航
海
の
態
様
等
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
四
十
六
条
の
二
十
九
の
二

総
ト
ン
数
三
〇
〇
ト
ン
未
満
の
旅
客
船
及
び
総
ト
ン
数
三
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船

舶
（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
船
舶
（
同
項
第
二
号
の
船
舶
に
あ
つ
て
は

自
ら
漁
ろ
う
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。）を
除
く
。）で
あ
つ
て
国
際
航
海
に
従
事
す
る
も
の
に
は
、
機
能
等
に

つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。た
だ
し
、

管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
航
海
の
態
様
等
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
航
海
情
報
記
録
装
置
）

（
航
海
情
報
記
録
装
置
）

第
百
四
十
六
条
の
三
十

総
ト
ン
数
一
五
〇
ト
ン
以
上
三
、
〇
〇
〇
ト
ン
未
満
の
旅
客
船
及
び
総
ト
ン
数
三
、
〇

〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
特
定
漁
船
を
除
く
。）で
あ
つ
て
、
国
際
航
海
に
従
事
す
る
も
の
に
は
、
機
能
等
に
つ

い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
航
海
情
報
記
録
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
四
十
六
条
の
三
十

総
ト
ン
数
一
五
〇
ト
ン
以
上
三
、
〇
〇
〇
ト
ン
未
満
の
旅
客
船
及
び
総
ト
ン
数
三
、
〇

〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
船
舶
（
同
項
第
二
号

の
船
舶
に
あ
つ
て
は
自
ら
漁
ろ
う
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。）を
除
く
。）で
あ
つ
て
、
国
際
航
海
に
従
事
す
る

も
の
に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
航
海
情
報
記
録
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
監
視
装
置
）

（
監
視
装
置
）

第
百
四
十
六
条
の
四
十
六

（
略
）

第
百
四
十
六
条
の
四
十
六

（
略
）

（
削
る
）

２

前
項
の
規
定
は
、
船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
第
三
条
の
六
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
巡
視
が
行
わ
れ
て
い
る
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
又
は
車
両
区
域
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。

（
浸
水
警
報
装
置
）

（
浸
水
警
報
装
置
）

第
百
四
十
六
条
の
四
十
八
の
二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定

め
る
要
件
に
適
合
す
る
検
知
器
及
び
警
報
盤
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
浸
水
警
報
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
百
四
十
六
条
の
四
十
八
の
二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定

め
る
要
件
に
適
合
す
る
検
知
器
及
び
警
報
盤
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
浸
水
警
報
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
旅
客
船
及
び
特
定
漁
船
を
除
く
。）で
あ
つ
て
船
舶
区
画
規
程
第
二

条
第
十
項
の
船
の
長
さ
が
八
〇
メ
ー
ト
ル
未
満
（
平
成
十
年
七
月
一
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手

さ
れ
た
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、単
一
の
貨
物
倉
を
有
す
る
も
の（
当

該
貨
物
倉
の
船
側
部
分
の
全
体
に
わ
た
つ
て
当
該
貨
物
倉
と
船
側
外
板
と
の
間
に
内
底
板
か
ら
乾
舷
甲
板

（
船
舶
区
画
規
程
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
乾
舷
甲
板
を
い
う
。）ま
で
達
す
る
水
密
区
画
を
有
す
る
船
舶

及
び
船
舶
区
画
規
程
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
浸
水
警
報
装
置
を
備
え
る
船
舶
を
除
く
。）

二

総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
旅
客
船
及
び
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び

第
二
号
の
船
舶
（
同
項
第
二
号
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
自
ら
漁
ろ
う
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。）を
除
く
。）で

あ
つ
て
船
舶
区
画
規
程（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
九
十
七
号
）第
二
条
第
十
項
の
船
の
長
さ
が
八
〇
メ
ー

ト
ル
未
満
（
平
成
十
年
七
月
一
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
一
〇
〇

メ
ー
ト
ル
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
単
一
の
貨
物
倉
を
有
す
る
も
の
（
当
該
貨
物
倉
の
船
側
部
分
の
全
体
に

わ
た
つ
て
当
該
貨
物
倉
と
船
側
外
板
と
の
間
に
内
底
板
か
ら
乾
舷
甲
板
（
船
舶
区
画
規
程
第
二
条
第
八
項
に

規
定
す
る
乾
舷
甲
板
を
い
う
。）ま
で
達
す
る
水
密
区
画
を
有
す
る
船
舶
及
び
船
舶
区
画
規
程
第
百
十
五
条
の

規
定
に
よ
り
浸
水
警
報
装
置
を
備
え
る
船
舶
を
除
く
。）

三

（
略
）

三

（
略
）

（
船
橋
航
海
当
直
警
報
装
置
）

（
船
橋
航
海
当
直
警
報
装
置
）

第
百
四
十
六
条
の
四
十
九

国
際
航
海
に
従
事
す
る
総
ト
ン
数
一
五
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
特
定
漁
船
を
除
く
。）

及
び
国
際
航
海
に
従
事
し
な
い
総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
二
時
間
限
定
沿
海
船
等
及
び
特
定
漁
船

を
除
く
。）に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
第
一
種
船
橋
航
海
当
直
警
報
装
置
を
備

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
構
造
等
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る

場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
四
十
六
条
の
四
十
九

国
際
航
海
に
従
事
す
る
総
ト
ン
数
一
五
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
（
船
舶
安
全
法
施
行
規

則
第
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
船
舶
（
同
項
第
二
号
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
自
ら
漁
ろ
う
に
従
事
す
る

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
除
く
。）及
び
国
際
航
海
に
従
事
し
な
い
総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト

ン
以
上
の
船
舶
（
二
時
間
限
定
沿
海
船
等
並
び
に
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
船
舶
を
除
く
。）に
は
、
機
能
等

に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
第
一
種
船
橋
航
海
当
直
警
報
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
構
造
等
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

２

総
ト
ン
数
一
五
〇
ト
ン
未
満
の
旅
客
船
（
二
時
間
限
定
沿
海
船
等
を
除
く
。）、
国
際
航
海
に
従
事
し
な
い
総

ト
ン
数
一
五
〇
ト
ン
以
上
五
〇
〇
ト
ン
未
満
の
船
舶
（
二
時
間
限
定
沿
海
船
等
及
び
特
定
漁
船
を
除
く
。）及
び

総
ト
ン
数
一
五
〇
ト
ン
以
上
の
特
定
漁
船
に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
第
二
種

船
橋
航
海
当
直
警
報
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
構
造
等
を
考
慮

し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

総
ト
ン
数
一
五
〇
ト
ン
未
満
の
旅
客
船
（
二
時
間
限
定
沿
海
船
等
を
除
く
。）、
国
際
航
海
に
従
事
し
な
い
総

ト
ン
数
一
五
〇
ト
ン
以
上
五
〇
〇
ト
ン
未
満
の
船
舶
（
二
時
間
限
定
沿
海
船
等
並
び
に
船
舶
安
全
法
施
行
規
則

第
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
船
舶
を
除
く
。）並
び
に
総
ト
ン
数
一
五
〇
ト
ン
以
上
の
同
項
第
一
号
及

び
第
二
号
の
船
舶
に
は
、
機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
第
二
種
船
橋
航
海
当
直
警
報
装

置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
構
造
等
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と

認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



（
流
氷
等
に
関
す
る
情
報
の
把
握
）

（
流
氷
等
に
関
す
る
情
報
の
把
握
）

第
百
四
十
六
条
の
四
十
九
の
二

極
海
域
航
行
船
等
に
は
、
流
氷
そ
の
他
の
海
氷
に
関
す
る
情
報
を
把
握
す
る
た

め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
四
十
六
条
の
四
十
九
の
二

極
海
域
航
行
船
に
は
、
流
氷
そ
の
他
の
海
氷
に
関
す
る
情
報
を
把
握
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
付
計
算
機
）

（
積
付
計
算
機
）

第
百
五
十
七
条

船
の
長
さ
が
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
バ
ル
ク
キ
ャ
リ
ア
に
は
、
船
体
に
作
用
す
る
縦
曲
げ

モ
ー
メ
ン
ト
及
び
縦
せ
ん
断
力
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
積
付
計
算
機
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
積
載
状
態
等
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

第
百
五
十
七
条

船
の
長
さ
が
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
バ
ル
ク
キ
ャ
リ
ア
（
船
舶
区
画
規
程
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
バ
ル
ク
キ
ャ
リ
ア
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
は
、
船
体
に
作
用
す
る
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

及
び
縦
せ
ん
断
力
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
積
付
計
算
機
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
海
官

庁
が
当
該
船
舶
の
積
載
状
態
等
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
適
用
）

（
適
用
）

第
百
六
十
九
条
の
四

こ
の
章
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
揚
貨
装
置
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
百
六
十
九
条
の
四

こ
の
章
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
揚
貨
装
置
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
（
国
際
航
海
に
従
事
す
る
旅
客
船
を
除
く
。）に
施
設
す
る
も
の

一

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
施
設
す
る
も
の

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

第
百
六
十
九
条
の
十
一

（
略
）

第
百
六
十
九
条
の
十
一

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

ア
ン
カ
ー
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
ウ
イ
ン
チ
（
海
面
下
の
作
業
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
錨
の
び
よ
う

回
収
及
び
再
配

置
を
目
的
と
し
て
錨び
よ
う

鎖
及
び
係
留
索
の
繰
出
し
及
び
巻
取
り
を
行
う
ウ
イ
ン
チ
を
い
う
。）は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

安
全
に
操
作
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

過
負
荷
防
止
の
た
め
に
有
効
な
安
全
装
置
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

三

錨
の
び
よ
う

回
収
及
び
再
配
置
を
安
全
に
行
う
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
操
作
場
所
を
設
け
る
こ
と
。

四

非
常
用
錨び
よ
う

離
脱
装
置
を
備
え
、
か
つ
、
こ
れ
を
安
全
に
使
用
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

五

ア
ン
カ
ー
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
ウ
イ
ン
チ
の
要
目
、
寸
法
及
び
性
能
を
表
示
し
て
い
る
こ
と
。

（
非
常
電
源
）

（
非
常
電
源
）

第
二
百
九
十
九
条

（
略
）

第
二
百
九
十
九
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
る
非
常
電
源
は
、
当
該
船
舶
に
備
え
る
次
に
掲
げ
る
設
備
（
Ａ
２
水
域
及
び
Ａ
１

水
域
の
み
（
湖
川
を
含
む
。）を
航
行
す
る
船
舶（
Ａ
１
水
域
の
み（
湖
川
を
含
む
。）を
航
行
す
る
も
の
を
除
く
。）

に
あ
つ
て
は
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
設
備
、
Ａ
１
水
域
の
み
（
湖
川
を
含
む
。）を
航
行
す
る
船
舶
に
あ

つ
て
は
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
を
除
く
。）に
対
し
給
電
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
当
該
設
備
の
う
ち
管
海
官
庁
が
指
定
す
る
も
の
を
同
時
に
作
動
さ
せ
る
た
め
に
十
分
な
容
量
を
有
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
る
非
常
電
源
は
、
当
該
船
舶
に
備
え
る
次
に
掲
げ
る
設
備
（
Ａ
２
水
域
及
び
Ａ
１

水
域
の
み
（
湖
川
を
含
む
。）を
航
行
す
る
船
舶（
Ａ
１
水
域
の
み（
湖
川
を
含
む
。）を
航
行
す
る
も
の
を
除
く
。）

に
あ
つ
て
は
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
設
備
、
Ａ
１
水
域
の
み
（
湖
川
を
含
む
。）を
航
行
す
る
船
舶
に
あ

つ
て
は
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
を
除
く
。）に
対
し
給
電
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
当
該
設
備
の
う
ち
管
海
官
庁
が
指
定
す
る
も
の
を
同
時
に
作
動
さ
せ
る
た
め
に
十
分
な
容
量
を
有
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
二
十
三

（
略
）

一
〜
二
十
三

（
略
）

二
十
四

電
子
傾
斜
計

（
新
設
）

二
十
五
〜
四
十
二

（
略
）

二
十
四
〜
四
十
一

（
略
）

３
〜
６

（
略
）

３
〜
６

（
略
）

（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部

分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
資
料
の
供
与
等
）

（
資
料
の
供
与
等
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）
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６

第
一
項
の
表
第
十
四
号
の
資
料
は
、
同
号
の
船
舶
が
船
舶
設
備
規
程
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
極
海
域
航

行
船
等
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
船
舶
の
極
海
域
に
お
け
る
航
行
上
の
制
限
に
関
す
る
事
項
及
び
非
常

の
際
の
当
該
船
舶
の
安
全
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
の
表
第
十
四
号
の
資
料
は
、
同
号
の
船
舶
が
船
舶
設
備
規
程
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
極
海
域
航

行
船
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
船
舶
の
極
海
域
に
お
け
る
航
行
上
の
制
限
に
関
す
る
事
項
及
び
非
常
の

際
の
当
該
船
舶
の
安
全
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
〜
10

（
略
）

７
〜
10

（
略
）

（
揚
貨
装
置
の
説
明
書
等
）

第
五
十
五
条
の
四

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
又
は
国
際
航
海
に
従
事
す
る
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
未
満
の

旅
客
船
で
あ
つ
て
揚
荷
装
置
を
備
え
付
け
る
船
舶
の
船
舶
所
有
者
は
、
揚
貨
装
置
の
取
扱
い
及
び
保
守
に
関
す

る
説
明
書
及
び
図
面
を
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
揚
貨
装
具
の
制
限
荷
重
の
決
定
）

（
揚
貨
装
具
の
制
限
荷
重
の
決
定
）

第
五
十
七
条

船
舶
所
有
者
は
、
揚
貨
装
具
（
揚
貨
装
置
に
装
着
し
て
使
用
す
る
チ
ェ
ー
ン
、
リ
ン
グ
、フ
ッ
ク
、

シ
ャ
ッ
ク
ル
、
ス
イ
ベ
ル
、
リ
ギ
ン
グ
ス
ク
リ
ュ
ー
、
滑
車
、
フ
ッ
ク
ブ
ロ
ッ
ク
、
リ
フ
テ
ィ
ン
グ
ビ
ー
ム
、

ス
プ
レ
ッ
ダ
ー
、
フ
レ
ー
ム
、
グ
ラ
ブ
バ
ケ
ッ
ト
、
索
そ
の
他
管
海
官
庁
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
、
制
限
荷
重
を
定
め
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
制
限

荷
重
の
指
定
を
受
け
た
揚
貨
装
置
に
装
着
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
溶
接
又
は
鍛
接
に
よ
り
修
繕
し
た
揚

貨
装
具
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

第
五
十
七
条

船
舶
所
有
者
は
、
揚
貨
装
具
（
揚
貨
装
置
に
装
着
し
て
使
用
す
る
チ
ェ
ー
ン
、
リ
ン
グ
、フ
ッ
ク
、

シ
ャ
ッ
ク
ル
、
ス
イ
ベ
ル
、
リ
ギ
ン
グ
ス
ク
リ
ュ
ー
、
滑
車
、鋼
索
及
び
鋼
索
以
外
の
索
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
、
制
限
荷
重
を
定
め
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
制
限
荷
重

の
指
定
を
受
け
た
揚
貨
装
置
に
装
着
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
溶
接
又
は
鍛
接
に
よ
り
修
繕
し
た
揚
貨
装

具
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

索
を
除
き
、
次
表
に
定
め
る
試
験
荷
重
に
よ
る
荷
重
試
験
を
行
い
異
常
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

鋼
索
及
び
鋼
索
以
外
の
索
を
除
き
、
次
表
に
定
め
る
試
験
荷
重
に
よ
る
荷
重
試
験
を
行
い
異
常
の
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

区

分

試

験

荷

重

区

分

試

験

荷

重

単
滑
車

制
限
荷
重
の
四
倍
の
荷
重

単
滑
車

制
限
荷
重
の
四
倍
の
荷
重

制
限
荷
重
が
二
十
五
ト
ン
以
下
の

も
の

制
限
荷
重
の
二
倍
の
荷
重

単
滑
車
以
外
の
滑
車
及
び
フ
ッ

ク
ブ
ロ
ッ
ク

制
限
荷
重
が
二
十
五
ト
ン
を
超
え

百
六
十
ト
ン
以
下
の
も
の

制
限
荷
重
の
〇
・
九
九
三
倍
の
荷

重
に
二
十
七
ト
ン
を
加
え
た
荷
重

制
限
荷
重
が
二
十
ト
ン
以
下
の
も

の

制
限
荷
重
の
二
倍
の
荷
重

制
限
荷
重
が
百
六
十
ト
ン
を
超
え

る
も
の

制
限
荷
重
の
一
・
一
倍
の
荷
重

チ
ェ
ー
ン
、
リ
ン
グ
、フ
ッ
ク
、

シ
ャ
ッ
ク
ル
、
ス
イ
ベ
ル
及
び

リ
ギ
ン
グ
ス
ク
リ
ュ
ー

制
限
荷
重
が
二
十
五
ト
ン
以
下
の

も
の

制
限
荷
重
の
二
倍
の
荷
重

単
滑
車
以
外
の
滑
車

制
限
荷
重
が
二
十
ト
ン
を
超
え
四

十
ト
ン
以
下
の
も
の

制
限
荷
重
に
二
十
ト
ン
を
加
え
た

荷
重

制
限
荷
重
が
二
十
五
ト
ン
を
超
え

る
も
の

制
限
荷
重
の
一
・
二
二
倍
の
荷
重

に
二
十
ト
ン
を
加
え
た
荷
重

制
限
荷
重
が
十
ト
ン
以
下
の
も
の

制
限
荷
重
の
二
倍
の
荷
重

リ
フ
テ
ィ
ン
グ
ビ
ー
ム
、
ス
プ

レ
ッ
ダ
ー
、
フ
レ
ー
ム
及
び
グ

ラ
ブ
バ
ケ
ッ
ト

制
限
荷
重
が
十
ト
ン
を
超
え
百
六

十
ト
ン
以
下
の
も
の

制
限
荷
重
の
一
・
〇
四
倍
の
荷
重

に
九
・
六
ト
ン
を
加
え
た
荷
重

制
限
荷
重
が
四
十
ト
ン
を
超
え
る

も
の

制
限
荷
重
の
一
・
五
倍
の
荷
重

制
限
荷
重
が
百
六
十
ト
ン
を
超
え

る
も
の

制
限
荷
重
の
一
・
一
倍
の
荷
重

そ
の
他
管
海
官
庁
が
指
定
す
る
も
の

管
海
官
庁
の
指
示
す
る
荷
重

そ
の
他
の
揚
貨
装
具

制
限
荷
重
の
二
倍
の
荷
重

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



（
揚
貨
装
置
等
の
制
限
荷
重
等
の
標
示
）

（
揚
貨
装
置
等
の
制
限
荷
重
等
の
標
示
）

第
五
十
八
条

（
略
）

第
五
十
八
条

（
略
）

２

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
又
は
国
際
航
海
に
従
事
す
る
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
未
満
の
旅
客
船
の
船
舶

所
有
者
は
、
制
限
荷
重
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
揚
貨
装
置
の
見
や
す
い
箇
所
に
一
ト
ン
以
上
の
荷
重
を
負
荷

し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
標
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
の
船
舶
所
有
者
は
制
限
荷
重
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
揚
貨
装
置
の
見
や

す
い
箇
所
に
一
ト
ン
以
上
の
荷
重
を
負
荷
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
標
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
又
は
国
際
航
海
に
従
事
す
る
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
未
満
の
旅
客
船
の
船
舶

所
有
者
は
、
揚
貨
装
置
又
は
揚
貨
装
具
の
見
や
す
い
箇
所
に
管
海
官
庁
が
適
当
と
認
め
る
安
全
に
関
わ
る
情
報

を
標
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
荷
役
設
備
検
査
記
録
簿
等
）

（
荷
役
設
備
検
査
記
録
簿
等
）

第
六
十
一
条

（
略
）

第
六
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

船
舶
所
有
者
は
、
揚
貨
装
置
及
び
揚
貨
装
具
に
つ
い
て
、
安
全
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ

の
使
用
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
荷
役
設
備
検
査
記
録
簿
に
記
入
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

別
表
第
１
（
第
22条
、
第
65条
の
６
、
第
66条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
22条
、
第
65条
の
６
、
第
66条
関
係
）

製
造
に
係
る
予
備
検
査
（
略
）

（
略
）

製
造
に
係
る
予
備
検
査
（
略
）

（
略
）

移
動
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

１
個
に
つ
き
8300円

移
動
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

１
個
に
つ
き
8300円

固
定
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

１
個
に
つ
き
8300円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

回
頭
角
速
度
計

１
個
に
つ
き
8500円

回
頭
角
速
度
計

１
個
に
つ
き
8500円

電
子
傾
斜
計

１
個
に
つ
き
22400円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
１
の
２
（
第
66条
関
係
）

別
表
第
１
の
２
（
第
66条
関
係
）

製
造
に
係
る
予
備
検
査
（
略
）

（
略
）

製
造
に
係
る
予
備
検
査
（
略
）

（
略
）

移
動
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

１
個
に
つ
き
8300円

移
動
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

１
個
に
つ
き
8300円

固
定
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

１
個
に
つ
き
8300円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

回
頭
角
速
度
計

１
個
に
つ
き
8500円

回
頭
角
速
度
計

１
個
に
つ
き
8500円

電
子
傾
斜
計

１
個
に
つ
き
22300円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
２
（
第
66条
関
係
）

別
表
第
２
（
第
66条
関
係
）

製
造
に
係
る
予
備
検
査
（
略
）

（
略
）

製
造
に
係
る
予
備
検
査
（
略
）

（
略
）

移
動
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

１
個
に
つ
き
7800円

移
動
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

１
個
に
つ
き
7800円

固
定
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

１
個
に
つ
き
7600円
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（略） （略） （略） （略）

回頭角速度計 １個につき 7800円 回頭角速度計 １個につき 7800円

電子傾斜計 １個につき 20500円

（略） （略） （略） （略）

別第２の２（第66条関係） 別第２の２（第66条関係）

製造に係る予備検査 （略） （略） 製造に係る予備検査 （略） （略）

移動式放水モニター １個につき 7700円 移動式放水モニター １個につき 7700円

固定式放水モニター １個につき 7600円

（略） （略） （略） （略）

回頭角速度計 １個につき 7700円 回頭角速度計 １個につき 7700円

電子傾斜計 １個につき 20400円

（略） （略） （略） （略）

第24号様式（第61条関係） 第24号様式（第61条関係）
～ （略） ～ （略）


揚貨装置の使用禁止の記録


（新設）

種別及び
その位置
又は番号

制限荷重
等指定書
の番号

点 検
年月日

点検担
当者の
氏 名

使用を禁
止する旨
を標示し
た年月日

修理を完
了した年
月日

法５条の
検査に合
格した年
月日

使用を再
開した年
月日

備考

１ この表は、点検の結果、その使用を禁止する場合に記載すること。
２ 法５条の検査に合格した日欄には、第19条第１項に規定する改造又は修理を行なつた場
合に記載すること。


揚貨装具の使用禁止の記録


（新設）

種別及び
その位置
又は番号

揚貨装具
試験成績
書の番号

点 検
年月日

点検担
当者の
氏 名

他の揚貨
装具から
隔離した
年月日

使用を禁
止する旨
を標示し
た年月日

修理を完
了した年
月日

使用を再
開した年
月日

備考

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







こ
の
表
は
、
点
検
の
結
果
、
そ
の
使
用
を
禁
止
す
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。

（
船
舶
消
防
設
備
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

船
舶
消
防
設
備
規
則
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
消
防
設
備
の
要
件
）

（
消
防
設
備
の
要
件
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
消
防
設
備
は
、
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

次
に
掲
げ
る
消
防
設
備
は
、
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

六
の
二

固
定
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

（
新
設
）

七
〜
十
七

（
略
）

七
〜
十
七

（
略
）

（
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
等
に
お
け
る
消
防
設
備
）

（
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
等
に
お
け
る
消
防
設
備
）

第
四
十
三
条
の
二

第
一
種
船
等
に
は
、
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
等
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
個
（
ロ
ー

ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
等
が
一
の
み
で
あ
る
場
合
に
は
二
個
）
の
持
運
び
式
泡
放
射
器
を
備
え
付
け

る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
消
防
設
備
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
航
海
の
態
様
等
を
考
慮
し
て
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
三
条
の
二

第
一
種
船
等
に
は
、
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
等
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
個
（
ロ
ー

ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
等
が
一
の
み
で
あ
る
場
合
に
は
二
個
）
の
持
運
び
式
泡
放
射
器
を
備
え
付
け

る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
消
防
設
備
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

閉
囲
さ
れ
た
車
両
区
域
以
外
の
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
等
で
あ
つ
て
当
該
区
域
の
外
部
か

ら
密
閉
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域

固
定
式
鎮
火
性
ガ
ス
消
火
装
置
、
固
定
式
高
膨
脹
泡
消
火
装
置
又
は
固

定
式
水
系
消
火
装
置

一

閉
囲
さ
れ
た
車
両
区
域
以
外
の
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
等
で
あ
つ
て
当
該
区
域
の
外
部
か

ら
密
閉
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域

固
定
式
鎮
火
性
ガ
ス
消
火
装
置
、
固
定
式
高
膨
脹
泡
消
火
装
置
又
は
固

定
式
水
系
消
火
装
置
。
た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
航
海
の
態
様
等
を
考
慮
し
て
適
当
と
認
め
る
消

防
設
備
を
備
え
付
け
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

前
号
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
等
（
暴
露
甲
板
に
設
け
る
も
の
を
除

く
。）
固
定
式
水
系
消
火
装
置

二

前
号
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
等

固
定
式
水
系
消
火
装
置
。
た
だ

し
、
管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
航
海
の
態
様
等
を
考
慮
し
て
適
当
と
認
め
る
消
防
設
備
を
備
え
付
け
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

自
走
用
の
燃
料
を
有
す
る
自
動
車
を
積
載
す
る
場
所
（
以
下
「
車
両
甲
板
区
域
」
と
い
う
。）で
あ
つ
て
暴

露
甲
板
に
設
け
る
区
域

固
定
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

（
新
設
）

２

第
一
種
船
等
に
は
、
車
両
甲
板
区
域
の
両
舷
に
、
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
間
隔
で
、
ま
た
、
車
両
甲
板

区
域
の
出
入
口
付
近
の
外
部
に
、
持
運
び
式
の
泡
消
火
器
、
鎮
火
性
ガ
ス
消
火
器
又
は
粉
末
消
火
器
を
備
え
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
一
種
船
等
に
は
、
自
走
用
の
燃
料
を
有
す
る
自
動
車
を
積
載
す
る
場
所
（
以
下
「
車
両
甲
板
区
域
」
と
い

う
。）の
両
舷
に
、
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
間
隔
で
、
ま
た
、
車
両
甲
板
区
域
の
出
入
口
付
近
の
外
部
に
、

持
運
び
式
の
泡
消
火
器
、
鎮
火
性
ガ
ス
消
火
器
又
は
粉
末
消
火
器
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
装
置
及
び
火
災
探
知
装
置
）

（
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
装
置
及
び
火
災
探
知
装
置
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



８

第
一
種
船
及
び
第
二
種
船
に
は
、
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
区
域
等
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

適
合
す
る
火
災
探
知
装
置
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
差
し
支
え
な
い
と
認
め

る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８

第
一
種
船
及
び
第
二
種
船
に
は
、
車
両
区
域
内
の
閉
囲
さ
れ
た
場
所
に
、
火
災
探
知
装
置
（
平
水
区
域
を
航

行
区
域
と
す
る
も
の
以
外
に
あ
つ
て
は
、
位
置
識
別
機
能
付
火
災
探
知
装
置
に
限
る
。）を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

複
合
探
知
器
（
煙
の
濃
度
及
び
空
気
温
度
に
感
応
す
る
探
知
器
）
を
配
置
し
た
も
の
又
は
煙
探
知
器
及
び

熱
探
知
器
を
配
置
し
た
も
の

（
新
設
）

二

位
置
識
別
機
能
付
火
災
探
知
装
置
で
あ
る
も
の
（
平
水
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
を
除
く
。）

（
新
設
）

三

煙
の
濃
度
又
は
空
気
温
度
の
い
ず
れ
に
感
応
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
識
別
で
き
る
も
の
（
平
水
区
域
を
航

行
区
域
と
す
る
船
舶
を
除
く
。）

（
新
設
）

（
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
装
置
及
び
火
災
探
知
装
置
）

（
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
装
置
及
び
火
災
探
知
装
置
）

第
六
十
三
条
の
二

第
三
種
船
等
の
う
ち
第
一
保
護
方
式
（
船
舶
防
火
構
造
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
第
一
保
護

方
式
を
い
う
。）を
採
用
す
る
船
舶
に
は
、
制
御
場
所
、
貨
物
制
御
室
並
び
に
居
住
区
域
内
の
通
路
、
階
段
及
び

脱
出
経
路
に
煙
探
知
器
を
配
置
し
た
火
災
探
知
装
置
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
三
条
の
二

第
三
種
船
等
の
う
ち
第
一
保
護
方
式
（
船
舶
防
火
構
造
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
第
一
保
護

方
式
を
い
う
。）を
採
用
す
る
船
舶
に
は
、
居
住
区
域
内
の
通
路
、
階
段
及
び
脱
出
経
路
に
煙
探
知
器
を
配
置
し

た
火
災
探
知
装
置
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
三
種
船
等
の
う
ち
第
二
保
護
方
式
（
船
舶
防
火
構
造
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
第
二
保
護
方
式
を
い
う
。）

を
採
用
す
る
船
舶
に
は
、
火
災
の
危
険
の
な
い
場
所
を
除
き
、
す
べ
て
の
居
住
区
域
及
び
業
務
区
域
並
び
に
居

住
区
域
及
び
業
務
区
域
内
の
通
路
、
階
段
及
び
脱
出
経
路
に
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
装
置
を
備
え
付
け
、
か
つ
、

制
御
場
所
、
貨
物
制
御
室
並
び
に
居
住
区
域
内
の
通
路
、
階
段
及
び
脱
出
経
路
に
煙
探
知
器
を
配
置
し
た
火
災

探
知
装
置
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
三
種
船
等
の
う
ち
第
二
保
護
方
式
（
船
舶
防
火
構
造
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
第
二
保
護
方
式
を
い
う
。）

を
採
用
す
る
船
舶
に
は
、
火
災
の
危
険
の
な
い
場
所
を
除
き
、
す
べ
て
の
居
住
区
域
及
び
業
務
区
域
並
び
に
居

住
区
域
及
び
業
務
区
域
内
の
通
路
、
階
段
及
び
脱
出
経
路
に
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
装
置
を
備
え
付
け
、
か
つ
、

居
住
区
域
内
の
通
路
、
階
段
及
び
脱
出
経
路
に
煙
探
知
器
を
配
置
し
た
火
災
探
知
装
置
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

第
三
種
船
等
の
う
ち
第
三
保
護
方
式
（
船
舶
防
火
構
造
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
第
三
保
護
方
式
を
い
う
。）

を
採
用
す
る
船
舶
に
は
、
火
災
の
危
険
の
な
い
場
所
を
除
き
、
す
べ
て
の
居
住
区
域
及
び
業
務
区
域
並
び
に
居

住
区
域
及
び
業
務
区
域
内
の
通
路
、階
段
及
び
脱
出
経
路
に
火
災
探
知
装
置
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
制
御
場
所
、
貨
物
制
御
室
並
び
に
居
住
区
域
内
の
通
路
、
階
段
及
び
脱
出
経
路
に
は
、

煙
探
知
器
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
三
種
船
等
の
う
ち
第
三
保
護
方
式
（
船
舶
防
火
構
造
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
第
三
保
護
方
式
を
い
う
。）

を
採
用
す
る
船
舶
に
は
、
火
災
の
危
険
の
な
い
場
所
を
除
き
、
す
べ
て
の
居
住
区
域
及
び
業
務
区
域
並
び
に
居

住
区
域
及
び
業
務
区
域
内
の
通
路
、階
段
及
び
脱
出
経
路
に
火
災
探
知
装
置
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
居
住
区
域
内
の
通
路
、
階
段
及
び
脱
出
経
路
に
は
、
煙
探
知
器
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
〜
６

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

（
消
防
設
備
と
し
て
使
用
を
禁
止
す
る
消
火
剤
）

（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
を
消
火
剤
と
し
て
使
用
す
る
消
防
設
備
の
備
付
け
の
禁
止
）

第
七
十
条

船
舶
に
は
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
及
び
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン

一

ス
ル
ホ
ン
酸
）（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｏ

Ｓ
）
又
は
そ
の
塩
を
消
火
剤
と
し
て
使
用
す
る
消
防
設
備
を
備
え
付
け
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
十
条

船
舶
に
は
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
を
消
火
剤
と
し
て
使
用
す
る
消
防
設
備
を
備
え
付
け
て
は
な
ら
な
い
。

（
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等
に
よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等
に
よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
１
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

第
１
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

番
号
第

号
番
号
第

号
Certificate

No.







Certificate
No.








旅
客
船
安
全
証
書

旅
客
船
安
全
証
書

PASSENGER
SHIP

SAFETY
CERTIFICATE

PASSENGER
SHIP

SAFETY
CERTIFICATE

（
略
）

（
略
）

旅
客
船
の
安
全
の
た
め
の
設
備
の
記
録
（
様
式
P）

旅
客
船
の
安
全
の
た
め
の
設
備
の
記
録
（
様
式
P）

RECORD
OF
EQUIPMENT

FOR
PASSENGER

SHIP
SAFETY

(FORM
P)

RECORD
OF
EQUIPMENT

FOR
PASSENGER

SHIP
SAFETY

(FORM
P)

（
略
）

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



２ 救命設備の詳細 ２ 救命設備の詳細
DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES

1 （略） 1 （略）

2～9 （略） 2～9 （略）
10 イマーション・スーツの数 10 イマーション・スーツ
Number of Immersion suits


Immersion suits


10.1 総数

Total number


10.2 救命胴衣の要件を満たすイマーション・スーツの数
Number of suits complying with the requirements for
lifejackets


11～13 （略） 11～13 （略）

（略） （略）
第３号様式（第２条関係） 第３号様式（第２条関係）

番号 第 号 番号 第 号
Certificate No.


Certificate No.


貨物船安全設備証書 貨物船安全設備証書

CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE
（略） （略）
船舶の種類


船舶の種類


Type of ship


Type of ship


バルクキャリア バルクキャリア
Bulk carrier Bulk carrier
油タンカー 油タンカー
Oil tanker Oil tanker
化学薬品タンカー 化学薬品タンカー
Chemical tanker Chemical tanker
ガス運搬船 ガス運搬船
Gas carrier Gas carrier
コンテナ船
Container ship
上記以外の貨物船 上記以外の貨物船
Cargo ship other than any of the above Cargo ship other than any of the above
（略） （略）

貨物船の安全のための設備の記録（様式E） 貨物船の安全のための設備の記録（様式E）
RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY (FORM E) RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY (FORM E)

（略） （略）
２ 救命設備の詳細 ２ 救命設備の詳細
DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES

1 （略） 1 （略）

2～8 （略） 2～8 （略）
9 イマーション・スーツの数 9 イマーション・スーツ
Number of Immersion suits


Immersion suits

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






9.1 総数
Total number


9.2 救命胴衣の要件を満たすイマーション・スーツの数

Number of suits complying with the requirements for
lifejackets


10 （略） 10 （略）

３ 航海設備の詳細 ３ 航海設備の詳細
DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

項 目
Item

実際の措置
Actual provision

項 目
Item

実際の措置
Actual provision

1.1～14 （略） 1.1～14 （略）
15 船橋航海当直警報装置（BNWAS） 15 船橋航海当直警報装置（BNWAS）
Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)


Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)


16 電子傾斜計
Electronic inclinometer



（略） （略）
第５号様式（第２条関係） 第５号様式（第２条関係）

番号 第 号 番号 第 号
Certificate No.


Certificate No.


貨物船安全証書 貨物船安全証書

CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE
（略） （略）
船舶の種類


船舶の種類


Type of ship


Type of ship


バルクキャリア バルクキャリア
Bulk carrier Bulk carrier
油タンカー 油タンカー
Oil tanker Oil tanker
化学薬品タンカー 化学薬品タンカー
Chemical tanker Chemical tanker
ガス運搬船 ガス運搬船
Gas carrier Gas carrier
コンテナ船
Container ship
上記以外の貨物船 上記以外の貨物船
Cargo ship other than any of the above Cargo ship other than any of the above
（略） （略）

貨物船の安全のための設備の記録（様式C） 貨物船の安全のための設備の記録（様式C）
RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY (FORM C) RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY (FORM C)

（略） （略）

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






２ 救命設備の詳細 ２ 救命設備の詳細
DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES

1 （略） 1 （略）

2～8 （略） 2～8 （略）
9 イマーション・スーツの数 9 イマーション・スーツ
Number of Immersion suits


Immersion suits


9.1 総数

Total number


9.2 救命胴衣の要件を満たすイマーション・スーツの数
Number of suits complying with the requirements for
lifejackets


10 （略） 10 （略）

（略） （略）
５ 航海設備の詳細 ５ 航海設備の詳細
DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

項 目
Item

実際の措置
Actual provision

項 目
Item

実際の措置
Actual provision

1～14 （略） 1～14 （略）
15 船橋航海当直警報装置（BNWAS） 15 船橋航海当直警報装置（BNWAS）
Bridge navigational watch alarmsystem (BNWAS)


Bridge navigational watch alarmsystem (BNWAS)


16 電子傾斜計
Electronic inclinometer



（略） （略）
第５号の２の２様式（第２条関係） 第５号の２の２様式（第２条関係）

番号 第 号 番号 第 号
Certificate No.


Certificate No.


国際液化ガスばら積船適合証書 国際液化ガスばら積船適合証書

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF LIQUEFIED GASES IN BULK INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF LIQUEFIED GASES IN BULK
（略） （略）
この証書は、次のことを証明する。 この証書は、次のことを証明する。
（略） （略）
５ 上記の規約の第1.3


項及び第2.6.2項に従い、同規約の規定は、この船舶に関し次のように修

正されていること。
５ 上記の規約の第1.4


項及び第2.6.2項に従い、同規約の規定は、この船舶に関し次のように修

正されていること。

That,in accordance with 1.3


/2.6.2, the provisions of the Code are modified in respect of


the ship in the following manner :


That,in accordance with 1.4


/2.6.2, the provisions of the Code are modified in respect of


the ship in the following manner :

（略） （略）

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






第６号の２様式（第２条関係） 第６号の２様式（第２条関係）
番号 第 号 番号 第 号

Certificate No.


Certificate No.


高速船安全証書 高速船安全証書
HIGH-SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE HIGH-SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE

（略） （略）
高速船安全証書の設備の記録 高速船安全証書の設備の記録

RECORD OF EQUIPMENT FOR HIGH-SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE RECORD OF EQUIPMENT FOR HIGH-SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE
（略） （略）
２ 救命設備の詳細 ２ 救命設備の詳細
Details of life-saving appliances Details of life-saving appliances

1～8 （略） 1～8 （略）
9 イマーション・スーツの数 9 イマーション・スーツ
Number of Immersion suits


Immersion suits


9.1 総数

Total number


9.2 救命胴衣の要件を満たすイマーション・スーツの数
Number of suits complying with the requirements for
lifejackets


10 耐暴露服の数 10 耐暴露服の数
Number of anti-exposure suits


Number of anti-exposure auits


10.1 総数

Total number


10.2 救命胴衣の要件を満たす耐暴露服の数
Number of suits complying with the requirements for
lifejackets



（略） （略）

（ 船 舶 等 型 式 承 認 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 船 舶 等 型 式 承 認 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 運 輸 省 令 第 五 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め る 。

改 正 後 改 正 前

別表第一（第３条、第29条関係） 別表第一（第３条、第29条関係）

型式承認
（単位 円） 検定（単位 円） 型式承認

（単位 円） 検定（単位 円）

型
式
承
認
及

（略） （略） （略） 型
式
承
認
及

（略） （略） （略）

回頭角速度計 70500 １個につき 3000 回頭角速度計 70500 １個につき 3000

電子傾斜計 156200 １個につき 6300

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






（略） （略）

び
検
定

び
検
定

別表第一の二（第29条関係） 別表第一の二（第29条関係）

型式承認
（単位 円） 検定（単位 円） 型式承認

（単位 円） 検定（単位 円）

型
式
承
認
及
び
検
定

（略） （略） （略） 型
式
承
認
及
び
検
定

（略） （略） （略）

回頭角速度計 70400 １個につき 2950 回頭角速度計 70400 １個につき 2950

電子傾斜計 156000 １個につき 6300

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略）

別表第二（第29条関係） 別表第二（第29条関係）

検定（単位 円） 検定（単位 円）

検
定
（略） （略） 検

定
（略） （略）

回頭角速度計 １個につき 2600 回頭角速度計 １個につき 2600

電子傾斜計 １個につき 5800

（略） （略） （略） （略）

別表第二の二（第29条関係） 別表第二の二（第29条関係）

検定（単位 円） 検定（単位 円）

検
定
（略） （略） 検

定
（略） （略）

回頭角速度計 １個につき 2550 回頭角速度計 １個につき 2550

電子傾斜計 １個につき 5800

（略） （略） （略） （略）

（ 船 舶 防 火 構 造 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 船 舶 防 火 構 造 規 則 （ 昭 和 五 十 五 年 運 輸 省 令 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 で 改

正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。

改 正 後 改 正 前

（ 隔 壁 及 び 甲 板 ） （ 隔 壁 及 び 甲 板 ）

第 十 条 （ 略 ） 第 十 条 （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






４

自
走
用
の
燃
料
を
有
す
る
自
動
車
を
積
載
す
る
場
所
（
以
下
「
車
両
甲
板
区
域
」
と
い
う
。）は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
暴
露
甲
板
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
船
舶
の
航
海
の
態
様
等
を
考
慮

し
て
管
海
官
庁
が
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
新
設
）

一

次
に
掲
げ
る
場
所
か
ら
管
海
官
庁
が
指
示
す
る
距
離
以
下
の
範
囲
内
の
暴
露
甲
板

イ

救
命
艇
又
は
救
命
い
か
だ
の
積
付
場
所
及
び
乗
艇
場
所

ロ

招
集
場
所

ハ

脱
出
経
路
を
形
成
す
る
暴
露
部
の
階
段
及
び
開
放
さ
れ
た
甲
板

二

居
住
区
域
、
業
務
区
域
及
び
制
御
場
所
（
以
下
「
居
住
区
域
等
」
と
い
う
。）か
ら
管
海
官
庁
が
指
示
す
る

距
離
以
下
の
範
囲
内
の
暴
露
甲
板

（
外
板
）

第
十
条
の
二

開
口
は
、
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
を
除
き
、
次
に
掲
げ
る
場
所
か
ら
管
海
官
庁
が

指
示
す
る
距
離
以
下
の
範
囲
内
及
び
当
該
場
所
の
下
方
の
外
板
（
車
両
甲
板
区
域
と
面
す
る
も
の
に
限
る
。）に

設
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
船
舶
の
構
造
、
航
海
の
態
様
等
を
考
慮
し
て
管
海
官
庁
が
差
し
支
え
な

い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
新
設
）

一

居
住
区
域
等

二

救
命
艇
又
は
救
命
い
か
だ
の
積
付
場
所
及
び
乗
艇
場
所

三

招
集
場
所

四

脱
出
経
路
を
形
成
す
る
暴
露
部
の
階
段
及
び
開
放
さ
れ
た
甲
板

（
窓
）

（
窓
）

第
十
五
条

居
住
区
域
等
内
の
隔
壁
に
設
け
る
窓
は
、
そ
の
耐
火
性
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条

居
住
区
域
、
業
務
区
域
及
び
制
御
場
所
（
以
下
「
居
住
区
域
等
」
と
い
う
。）内
の
隔
壁
に
設
け
る
窓

は
、
そ
の
耐
火
性
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
通
風
装
置
）

（
通
風
装
置
）

第
十
六
条

通
風
装
置
を
設
け
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条

通
風
装
置
を
設
け
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

特
定
機
関
区
域
、
調
理
室
又
は
車
両
甲
板
区
域
の
通
風
用
の
ダ
ク
ト
は
、
居
住
区
域
、
業
務
区
域
（
調
理

室
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
制
御
場
所
を
通
つ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
ダ
ク
ト
を
通

じ
て
火
災
が
特
定
機
関
区
域
、
調
理
室
又
は
車
両
甲
板
区
域
以
外
の
場
所
に
拡
大
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

め
に
管
海
官
庁
が
適
当
と
認
め
る
措
置
を
講
じ
た
ダ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

特
定
機
関
区
域
、
調
理
室
又
は
自
走
用
の
燃
料
を
有
す
る
自
動
車
を
積
載
す
る
場
所
（
以
下
「
車
両
甲
板

区
域
」
と
い
う
。）の
通
風
用
の
ダ
ク
ト
は
、
居
住
区
域
、
業
務
区
域
（
調
理
室
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。）及
び
制
御
場
所
を
通
つ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
ダ
ク
ト
を
通
じ
て
火
災
が
特
定
機
関
区
域
、

調
理
室
又
は
車
両
甲
板
区
域
以
外
の
場
所
に
拡
大
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
管
海
官
庁
が
適
当
と
認
め

る
措
置
を
講
じ
た
ダ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
〜
六

（
略
）

四
〜
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
船
舶
構
造
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

船
舶
構
造
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
デ
ィ
ー
プ
タ
ン
ク
）

（
デ
ィ
ー
プ
タ
ン
ク
）

第
二
十
条

デ
ィ
ー
プ
タ
ン
ク
（
船
体
の
一
部
を
構
成
す
る
タ
ン
ク
で
あ
つ
て
水
、
燃
料
油
そ
の
他
の
液
体
を
積

載
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条

デ
ィ
ー
プ
タ
ン
ク
（
船
体
の
一
部
を
構
成
す
る
タ
ン
ク
で
あ
つ
て
水
、
燃
料
油
そ
の
他
の
液
体
を
積

載
す
る
た
め
に
船
倉
内
又
は
甲
板
間
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
六
十
三
条
及
び
第
六
十

六
条
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
舶
設
備
規
程
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
（
以
下
「
現
存
船
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
設
備
規
程
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
新
船
舶
設
備

規
程
」
と
い
う
。）第
五
条
第
二
項
、
第
百
十
五
条
の
二
十
三
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
十
五
条
の
三
十
三
、
第
百
四
十
六
条
の
八
、
第
百
四
十
六
条
の
二
十
第
二
項
、
第
百
四
十
六
条
の
二
十
の
二
、
第
百
四
十
六
条
の
二
十
三
第
二

項
並
び
に
第
百
四
十
六
条
の
四
十
九
の
二
の
規
定
は
、
当
該
現
存
船
に
つ
い
て
施
行
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
又
は
中
間
検
査
の
時
期
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

現
存
船
に
つ
い
て
は
、
新
船
舶
設
備
規
程
第
百
四
十
六
条
の
二
十
七
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

現
存
船
に
つ
い
て
は
、
新
船
舶
設
備
規
程
第
百
四
十
六
条
の
四
十
六
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
現
存
船
に
つ
い
て
令
和
十
年
一
月
一
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
又
は
中
間
検
査
の
時
期
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
管
海
官
庁
が
当
該
船
舶
の
航
海
の
態
様
、
船
齢
等
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
そ
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

現
存
船
で
あ
っ
て
国
際
航
海
に
従
事
す
る
船
舶
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
船
舶
設
備
規
程
第
百
六
十
九
条
の
四
第
一
号
及
び
第
百
六
十
九
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
現
存
船
に
つ
い
て
施
行
日
以
後
最
初
に
行

わ
れ
る
定
期
検
査
又
は
中
間
検
査
の
時
期
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

現
存
船
で
あ
っ
て
国
際
航
海
に
従
事
し
な
い
船
舶
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
船
舶
設
備
規
程
第
百
六
十
九
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
現
存
船
に
つ
い
て
令
和
十
年
一
月
一
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査

又
は
中
間
検
査
の
時
期
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

現
存
船
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
改
造
後
は
、
前
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
海
官
庁
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

現
存
船
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。）第
五
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
現
存
船
に
つ
い
て
施
行
日
以
後
最
初
に
行
わ

れ
る
定
期
検
査
又
は
中
間
検
査
の
時
期
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

現
存
船
で
あ
っ
て
国
際
航
海
に
従
事
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
五
十
五
条
の
四
、
第
五
十
七
条
、
第
五
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
現
存
船
に
つ
い
て
施
行
日
以
後

最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
又
は
中
間
検
査
の
時
期
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

現
存
船
で
あ
っ
て
国
際
航
海
に
従
事
し
な
い
船
舶
に
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
揚
貨
装
置
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
建
造
又
は
改
造
中
の
船
舶
に
備
え
付
け
ら
れ
る
予
定
の
も
の
を
含
む
。）で
あ
っ
て
、
新
船
舶

設
備
規
程
第
五
編
第
一
章
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
揚
荷
装
置
に
、
制
限
荷
重
を
定
め
、
装
着
し
て
使
用
す
る
揚
貨
装
具
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
引
き
続
き
当
該
船
舶
の
揚
貨
装
置
に
使
用
す
る
場
合
に
限
り
、
新
規
則
第
五
十

七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

現
存
船
で
あ
っ
て
国
際
航
海
に
従
事
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
五
十
五
条
の
四
、
第
五
十
八
条
第
四
項
及
び
第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
現
存
船
に
つ
い
て
令
和
十
年
一
月
一
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ

る
定
期
検
査
又
は
中
間
検
査
の
時
期
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

現
存
船
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
改
造
後
は
、
前
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
海
官
庁
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
船
舶
消
防
設
備
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

現
存
船
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
消
防
設
備
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
船
舶
消
防
規
則
」
と
い
う
。）第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
現
存
船
に
つ
い
て
令
和
十
年
一

月
一
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
又
は
中
間
検
査
の
時
期
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

現
存
船
で
あ
っ
て
国
際
航
海
に
従
事
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
船
舶
消
防
規
則
第
五
十
条
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
現
存
船
に
つ
い
て
令
和
十
年
一
月
一
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
又
は
中
間
検
査
の
時
期
ま
で

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

現
存
船
で
あ
っ
て
国
際
航
海
に
従
事
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
船
舶
消
防
規
則
第
五
十
条
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

現
存
船
に
つ
い
て
は
、
新
船
舶
消
防
規
則
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

現
存
船
に
つ
い
て
は
、
新
船
舶
消
防
規
則
第
七
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
現
存
船
に
つ
い
て
施
行
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
又
は
中
間
検
査
の
時
期
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

現
存
船
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
改
造
後
は
、
前
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
海
官
庁
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等
に
よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等
に
よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
て
い
る
旅
客
船
安
全
証
書
、
貨
物
船
安
全
設
備
証
書
、
貨
物
船
安
全
証
書
、
国
際
液

化
ガ
ス
ば
ら
積
船
適
合
証
書
及
び
高
速
船
安
全
証
書
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等
に
よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
旅
客
船
安
全
証
書
、
貨
物
船
安
全
設

備
証
書
、
貨
物
船
安
全
証
書
、
国
際
液
化
ガ
ス
ば
ら
積
船
適
合
証
書
及
び
高
速
船
安
全
証
書
と
み
な
す
。

（
船
舶
防
火
構
造
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

現
存
船
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
防
火
構
造
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
船
舶
防
火
規
則
」
と
い
う
。）第
十
条
第
四
項
（
新
船
舶
防
火
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）及
び
第
十
条
の
二
（
新
船
舶
防
火
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

現
存
船
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
改
造
後
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
海
官
庁
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。




